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人
な
ど
で
、源
泉
徴
収
さ
れ
た
税

金
や
予
定
納
税
を
し
た
税
金
が
納

め
過
ぎ
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告（
還

付
申
告
）に
よ
り
税
金
が
還
付
さ

れ
ま
す
。源
泉
徴
収
税
額
の
な
い

場
合
に
は
、還
付
さ
れ
る
税
金
は

あ
り
ま
せ
ん
。な
お
、給
与
所
得
者

や
、公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
が

あ
る
人
で
確
定
申
告
の
必
要
の
な

い
人
が
還
付
申
告
す
る
場
合
は
、

そ
の
他
の
各
種
の
所
得
も
申
告
が

必
要
で
す
。

・
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
人

・
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

・
国
や
地
方
公
共
団
体
等
に
寄
附

を
し
た
人

・
住
宅
ロ
ー
ン
の
融
資
を
受
け
て

マ
イ
ホ
ー
ム
を
取
得
し
た
、ま

た
は
増
改
築
を
し
た
人

・
年
末
調
整
し
て
い
な
い
控
除
額

が
あ
る
人

　

１
月
１
日
現
在
、市
内
に
住
所

の
あ
る
人
が
対
象
で
、所
得
が
あ

る
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。た
だ

し
、次
に
該
当
す
る
人
は
申
告
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
令
和
５
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
提
出
し
た
人

・
令
和
５
年
中
の
所
得
が
、１
カ

所
か
ら
の
給
与
ま
た
は
公
的
年

1313 1212

令和６年度　確定申告・市県民税申告
～ 混雑緩和のため郵送・市民交流センター預かり、電子申告のご利用を ～

て
い
て
、か
つ
、そ
の
給
与
の
全

額
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る

場
合
に
お
い
て
、年
末
調
整
を

さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収
入
金

額
と
、各
種
の
所
得
金
額（
給
与

所
得
、退
職
所
得
を
除
く
）と
の

合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

❹
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の
う

ち
、公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

が
４
０
０
万
円
を
超
え
る
人
。

公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外

の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る
方

（
20
万
円
以
下
の
場
合
で
も
市

県
民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
）

❺
外
国
企
業
か
ら
受
け
取
っ
た
退

職
金
な
ど
、源
泉
徴
収
さ
れ
な

い
も
の
が
あ
る
人

▽
有
害
鳥
獣
駆
除
の
補
助
金
収
入

も
所
得
に
な
り
ま
す

　

補
助
金
収
入
か
ら
必
要
経
費

（
駆
除
に
か
か
っ
た
経
費
）を

引
い
て
所
得
が
出
た
場
合
は
申

告
が
必
要
で
す
。

※
各
種
の
所
得
の
合
計
か
ら
所
得

控
除
を
差
し
引
い
て
、税
率
を

乗
じ
て
求
め
た
所
得
税
額
か
ら

配
当
控
除
を
差
し
引
き
、残
額

が
な
い
人
は
確
定
申
告
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん

　
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

▽
市
・
県
民
税

　

〒
６
５
６
・
０
４
９
２　

南
あ

わ
じ
市
市
善
光
寺
22
番
地
1　

南
あ
わ
じ
市
役
所
税
務
課
宛 

　
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
使
っ
て
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
所

得
税
の
申
告
書
を
作
成
し
、
簡
単

に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
お
持
ち
の
人
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー

タ
ル
連
携
を
行
う
こ
と
で
医
療
費

控
除
や
寄
附
金
控
除
、
株
式
等
に

係
る
譲
渡
所
得
等
が
自
動
入
力
さ

れ
ま
す
。
令
和
５
年
分
の
確
定
申

告
か
ら
は
「
給
与
所
得
の
源
泉
徴

収
票
」
「
国
民
年
金
基
金
掛
金
」

「
ⅰ
Ｄ
ｅ
ｃ
ｏ
」
「
小
規
模
企
業

共
済
掛
金
」
が
連
携
機
能
に
追
加

さ
れ
ま
し
た
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
の
連

携
で
ま
す
ま
す
便
利
に
な
るｅ
‒

Ｔａｘ
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
解
説
動

画
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

問
洲
本
税
務
署
☎
24
・
１
２
１
２

問ｅ
‒
Ｔａｘ
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　
☎
０
５
７
０
・
01
・
５
９
０
１

　

所
得
税
の
確
定
申
告
は
、１
月

１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
１
年

間
に
得
た
所
得
金
額
を
総
決
算

し
、そ
の
所
得
の
合
計
額
に
つ
い

て
納
め
る
税
額
を
計
算
し
て
申
告

す
る
手
続
き
で
す
。源
泉
徴
収
や

予
定
納
税
で
納
め
た
税
額
が
あ
る

と
き
は
算
出
し
た
税
額
と
の
過
不

足
を
清
算
し
ま
す
。

　
所
得
税
等
が
発
生
す
る
次
の
人

は
申
告
が
必
要
で
す
。

❶
事
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど
の

所
得
が
あ
る
人

❷
保
険
の
満
期
金
や
不
動
産
等
の

売
却
収
入
等
が
あ
る
人

❸
給
与
所
得
者
は
、年
末
調
整
に

よ
り
所
得
税
等
が
清
算
さ
れ
る

た
め
、申
告
は
不
要
で
す
が
、次

の
方
々
は
、申
告
が
必
要
で
す
。

・
給
与
の
収
入
が
２
０
０
０
万
円

を
超
え
る
人

・
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い

る
人
で
給
与
所
得
や
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額（
農
業
所
得

な
ど
）の
合
計
が
20
万
円
を
超

え
る
人（
20
万
円
以
下
の
場
合

で
も
、市
県
民
税
の
申
告
は
必

要
で
す
）

・
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け

確
定
申
告
が
必
要
な
人

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人

所
得
税
の
確
定
申
告
と
は

こ
の
機
会
に

「ｅ
‒
Ｔａｘ
」を
始
め
て
み
よ
う

郵
送
や
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
の

預
か
り
サ
ー
ビ
ス

確
定
申
告
を
す
れ
ば
所
得
税
等
が

戻
る
人

　

申
告
に
必
要
な
用
紙
は
、市
民

交
流
セ
ン
タ
ー
、市
役
所
本
庁
舎

に
設
置
し
て
い
ま
す
。た
だ
し
、市

民
交
流
セ
ン
タ
ー
に
は
、申
告
書
、

農
業
・
営
業
・
不
動
産
所
得
の
収

支
内
訳
書
、医
療
費
控
除
明
細
書
、

添
付
書
類
台
紙
、申
告
手
引
書
の

み
設
置
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の

書
類
以
外
は
、市
役
所
本
庁
舎
ま

た
は
洲
本
税
務
署
に
設
置
し
て
い

ま
す
。ま
た
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（
国

税
庁
ま
た
は
市
役
所
）か
ら
用
紙

を
印
刷
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

出
来
上
が
っ
た
書
類
は
、市
民

交
流
セ
ン
タ
ー
の
預
か
り
サ
ー
ビ

ス
と
し
て
市
役
所
税
務
課（
洲
本

税
務
署
）へ
引
き
渡
し
ま
す
。洲
本

税
務
署
へ
の
転
送
期
間
は
２
月
16

日
～
３
月
８
日
の
み
。市
民
交
流

セ
ン
タ
ー
で
は
、提
出
書
類
の
点

検
や
説
明
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

パ
ソ
コ
ン
で
の
申
告
書
作
成

や
、電
子
申
告
ｅ
‒
Ｔ
ａ
ｘ
に
つ
い

て
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
郵
送
す
る
場
合
の
宛
先

▽
所
得
税

　
〒
６
６
１
・
８
５
２
２ 

尼
崎
市

若
王
寺
３
丁
目
11
番
46
号

　
大
阪
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー
阪

神
分
室（
洲
本
税
務
署
担
当
）宛

金
の
み
の
人（
遺
族
年
金
・
障
害

者
年
金
以
外
）

※
所
得
が
な
い
人
で
も
、「
0
」の

申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。国
民

健
康
保
険
税
に
お
け
る
軽
減
制

度（
一
定
所
得
金
額
以
下
）の
適

用
、公
営
住
宅
入
居
の
判
定
、所

得
証
明
書
の
発
行
等
に
支
障
を

き
た
す
場
合
が
あ
り
ま
す

　

農
業
や
各
種
の
事
業
等
で
、国

等
か
ら
の
助
成
金
を
も
ら
っ
て
い

る
場
合
は
、事
業（
農
業
）所
得
の

雑
収
入
ま
た
は
雑
所
得（
業
務
）の

収
入
に
該
当
し
ま
す
の
で
申
告
が

必
要
で
す
。

（
例
）有
害
鳥
獣
害
駆
除
補
助
金
等

　

事
業
所
得（
営
業
・
農
業
）と
雑

所
得（
業
務
に
係
る
雑
所
得
）に
つ

い
て
は
、そ
の
所
得
を
得
る
た
め

の
活
動
の
規
模
や
営
利
性
に
よ
っ

て
判
定
さ
れ
ま
す
。そ
の
所
得
の

収
入
が
僅
少
の
場
合
な
ど
は
事

業
所
得
に
区
分
さ
れ
ま
せ
ん
。業

務
に
係
る
雑
所
得
に
区
分
さ
れ
ま

す
。

対象者 必要な書類（提示またはコピーの提出）

すべての人

・マイナンバーカード
※お持ちでない人は、マイナンバーを確認できる書類（通知カードか住民票等）

と身元確認書類（運転免許証かパスポート等）
※マイナンバーは、申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者およ

び相続人の記載が必要
・還付金がある人は、申告者名義の口座番号がわかるもの
・確定申告の利用者識別 ID・パスワード（お持ちの人）
・前年分の申告書の控え（お持ちの人）

右
の
所
得
の
あ
る
人

給与、公的年金等 ・源泉徴収票　※公的年金のうち日本年金機構分の源泉徴収票再発行
　　　　　　　　問ねんきんダイヤル☎ 0570-05-1165

事業、農業、不動産
・収支計算書、帳簿など（あらかじめ作成しておいてください）
・畜産農家の人は、令和５年中の飼育牛（子牛も含む）の生年月、異動状況な

どを整理した牛台帳、売却証明書

雑、一時所得 収入・経費が分かる書類

右
の
控
除
を
受
け
る
人

医療費控除 医療費控除の明細書（医療等を受けた人、医療機関ごとに集計しておいてくださ
い）、医療費通知「医療費のお知らせ」等

社会保険料控除
国民年金、国民年金基金の保険料を支払った人は、国民年金や国民年金基金の
保険料支払証明書　紛失した人や届いていない人は再発行を受けてください。
問ねんきん加入者ダイヤル☎ 0570-003-004

生命保険・地震保険料控除 支払保険料の証明書

寄附金控除 寄附金領収書等

障害者控除 障害者手帳等

住宅借入金等特別控除 登記簿謄本、売買・請負契約書のコピー、住宅ローンの年末残高等証明書等

確定申告に必要なもの

（
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
く
）

雑
所
得（
業
務
）と
事
業
所
得
の
区

分
の
見
直
し

給
付
金
や
助
成
金
も
申
告
が
必
要

で
す

確定
申告

問所得税等について／洲本税務署☎ 24-1212　市・県民税について／税務課☎ 43-5213

南あわじ市
ホームページ

国税庁
ホームページ

受付期間
２月16 日（金）～３月15日（金）




